
令和２年度事務事業一覧（事務事業マネジメントシートから一部抜粋）

通し
番号

事業
番号

事務事業名 課名 事業の目的 事業の概要 成果

1 25 文書管理に関する事業 総務部総務課 行政文書の適正な管理

 文書管理システムによる処理及び管理
 公印電子化及び公印省略の推進

 ファイリング実地指導、文書事務に関する指導及び助言
 新規採用職員、文書管理主任及び各職層を対象とした文書事務研修の実施

公印台帳管理、公印の調製及び使用に当たる手続並びに事前押印・公印刷
 込の事務

 歴史公文書評価選別の実施
※行政改革アクションプラン「9電子決裁の拡充」該当

文書管理に関する研修を管理職や職層別に幅広く実施することで、文書管
理に関する知識を周知することができた。また、これらの研修について、
参集型の研修が難しい場合も、必要な時期に業務上必要な知識を習得でき
るよう、研修動画を作成した。道路管理者の印を導入し、公印押印にかか
る事務の効率化を図った。公印の電子化推進のため、現段階での課題及び
問題点の整理を行った。

2 27 文書等の収受・集配事業 総務部すぐ対応室

市へ届いた郵便物等の適正な収受及び各課への迅速かつ確実な配布を目的
 とする。

各課から発送される郵便物の請求を一括処理することにより、郵便料金の
把握及び経費削減を図る。

市へ届いた郵便物及びメール便を到達日で適正に収受し、本庁舎文書集配
 室内各部ボックスへ配布する。

 本庁舎と各窓口センターとの間を1日1回巡回し、文書集配を行う。
予算を保有する課へ支出伝票の作成を依頼する。

コロナウイルス関係での発送郵便物が、多かったが適宜対応した。郵便物
は年々増大しているが、対応できた。

3 28 市民総合賠償補償に関する事業 総務部総務課 市からの一時的及び多額な損害賠償金支払を防ぐ。

賠償責任保険：市が、自らの所有又は管理する施設の瑕疵や業務遂行上の
過失に起因する法律上の損害賠償責任を負う場合にその損害をてん補す
る。
補償保険：市主催行事等での事故で入通院した場合、賠償責任の有無に関
係なく見舞金をてん補する。

保険に加入することで、市が所有する施設の瑕疵による事故や、市主催行
事等への参加者のけがに対し、賠償及び補償する制度を整えることができ
た。（令和2年度は賠償保険の支払はなく、補償保険は1件対応中であ
る。）また、各課から保険の対象となる事案に該当するか問合せがあった
際には、不明点について損害補償会社へ問い合わせた上で手引に沿って適
切に回答することができた。

4 29 議会における執行部調整事業 総務部総務課 議会運営の円滑化
つくば市議会定例会、臨時会及び全員協議会での日程調整
提出案件の取りまとめ
一般質問等の調整など市議会における執行部局の総合調整

新型コロナウイルス拡大防止の観点から議案書や答弁書の庁内情報共有を
データで行う等積極的にペーパーレス化を推進し、各担当課の議案等に関
するコストの削減につなげた。

5 30 総務に関する事業 総務部総務課
効率的な行政運営、行政ニーズ、地方分権等に対応できる組織の構築を図
るとともに、市民協働のまちづくりを進める。

地方分権推進の総合調整、組織の総合調整、事務分掌の総合調整事務、専
決処分の手続に関する事業、行政界立会事務事業、行政相談の補助事業、
不当要求行為対策、北方領土返還に関する事業、部長・次長連絡会議、行
政手続条例運用事業、行政不服審査会、公益通報者保護の総合調整、自治
基本条例あり方検討、総合教育会議に関する事業
※行政改革アクションプラン「19機能的で弾力的な組織づくり」、「20
組織横断のプロジェクトチームの積極的な活用」、「22組織のスリム化」
該当

各部へのヒアリングや情報分析を通し、現状の業務量や今後の重点施策を
見据えた組織改編を行うことができた。不適正事案等の再発防止策及び是
正措置に関する実施要領の策定及び運用により、適正な事務執行を推進す
ることができた。行政不服審査会を1回開催し、答申を公表することがで
きた。

6 33 情報公開・個人情報保護事務 総務部総務課
市が保有する情報及び会議を公開し説明責任を全うするとともに、個人情
報の適正な運営を図る。

開示請求等受付
請求受付により担当課と協議、開示時の立会い
情報公開・個人情報保護制度等の研修、個人情報ファイル簿の登録及び
ホームページへの掲載
開示等の請求に対する決定について、審査請求の際につくば市情報公開・
個人情報保護審査会設置、運営
会議開催情報をHP（会議開催予定表）に掲載し、市民等に周知
附属機関や懇談会等の会議録をホームページで公表、年に1度公開実績を
公表
※行政改革アクションプラン「82情報公開制度の適切な運用」該当

行政運営の透明性向上と市政への理解及び信頼の充実に資することができ
た。
保有個人情報を適正に管理し、個人の権利利益を保護することができた。
職層ごとの研修において、情報公開・個人情報保護制度に関する内容を職
員に説明した。会議公開について、審議会等の審議内容を明らかにするこ
とによって市政運営の透明性の向上を図ることができた。
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7 35 私学振興に関する事務 総務部総務課 学校跡地の有効活用、地域経済の活性化等を踏まえ、私学振興を図る。

構造改革特別区域法により規制の特例措置の適用を受けた学校設置会社に
よる私立学校（幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等
教育学校、特別支援学校）の認可、評価等に関する事務を行う。また、学
校教育法に規定する事項等について調査、審議するために附属機関を設
置・運営する。閉校した松実高等学校に関する証明書の発行を行う。

証明書の発行マニュアルを作成し、適切に証明書を発行することができ
た。
「つくば市教育特区」について、内閣府へ認定取消の申し出を行った。

8 37 スズメバチ駆除業務委託事業 総務部すぐ対応室
ハチの営巣を駆除することにより、市民の安心安全（アナフィラキシー
ショックの防止、抑止等）を確保し、生活環境の向上に寄与する。

市民からのハチの営巣の駆除依頼に対し、外部専門業者に委託し駆除を行
う。

すべてのハチの営巣を駆除することにより、市民の安心安全（アナフィラ
キシーショックの防止等）を確保し、生活環境の向上に寄与した。

9 38 特別職報酬等審議会事務 総務部人事課
市長、副市長及び教育長の給料並びに議員報酬及び政務調査費の適正額を
確保する。

市長の諮問に応じ、市長、副市長及び教育長の給料の額並びに議員報酬及
び政務調査費の額を審議する。
つくば市特別職報酬等審議会で決定した内容を市長に答申する。

令周辺自治体の調査を踏まえ、審議会委員報酬等の予算化、市民委員の公
募手続きや委員候補者の選定など令和3年度の開催に向けた準備を行っ
た。

10 40 職員研修事業 総務部人事課 時代に即応する公務員たる資質を備えさせる。

職員が地域の実情に応じた行政課題について、責任をもって当該対応策を
自主的に選択し、創意工夫して取り組むことのできる自己能力開発と資質
向上の行動を積極的に支援する。
※行政改革アクションプラン「28職員研修事業」該当事業

新型コロナウイルス感染症対策により、集合型研修など研修実施に制限が
かかったが、オンライン研修やテキスト配布型の研修などの手法を活用
し、職員の研修機会が失われないようにすることができた。

11 41 職員の労働安全衛生事務
総務部ワークライフバラ
ンス推進課

職員の健康管理と心の健康作りを保持推進する。

 産業医面談、心の健康相談の実施
 労働安全衛生法に定められた職員健康診断の実施

 ストレスチェックの実施
衛生委員会の開催や職場巡視の実施

 産業医面談377件心の健康相談51件
 健康診断等受診率98.2％

ストレスチェック受検率93.9％

12 42 職員の給与・福利厚生事務 総務部人事課 公務能率の増進

給与・各種手当の支給、給与からの控除、団体保険に関すること、年末調
整、給与予算編成、会計年度任用職員予算令達等
退職手当に関すること、共済保険証関係（就職・退職・扶養など）に関す
る事務、職員の病気等の給付事務、共済年金に関する事務、職員互助会に
関する事務、公務災害に関すること、会計年度任用職員の社会保険・雇用
保険に関する手続等

給与、厚生の各事務について、委託業者との連携のもと、事業計画のとお
り遅滞なく実施できた。

13 43 職員採用試験事業 総務部人事課 継続的な市政運営体制を維持し、住民福祉の向上を図る。

事務職のみならず、専門職等の即戦力となる人材及び次世代のつくば市を
 担う人材を採用する。

 優秀な人材を採用するため、選考を3段階に分けて実施する。
 11次試験基礎能力試験等

 22次試験集団面接等
3最終試験個別面談

新型コロナウイルス感染症への対策のため、WEB試験等を新たに導入
し、受験機会損失回避、受験者層新規開拓を行うことができた。
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14 44 人事制度に関する事務 総務部人事課
公務における規律と秩序の維持、更に職員個々の資質や能力の向上に努め
ることで、市民サービスの向上を図る。

国家公務員における人事制度の取組及び地方公務員法の趣旨をベースに、
人事に関する諸制度の検討・運用を行う。
※行政改革アクションプラン「23つくば市定員管理指針に基づく職員数の
適正化」、「24多様な人材の確保」、「25適材適所への人事異動」、
「26人事交流の推進」、「27人事評価制度の活用」該当事業

人事評価については、令和元年度と比較し、一般職員で評価結果が上位以
上の層が約3.3％上昇した。会計年度任用職員制度については、各部署と
情報交換を密にし、休暇の適切な付与や報酬単価の見直しなどを行った。
子育て世代の職場環境を整備するため、産前休暇を前6週から前8週への改
正、子のための看護休暇の対象がを未就学児から中学校就学前までに拡大
した。

15 45 働き方改革推進事業
総務部ワークライフバラ
ンス推進課

すべての職員が持てる能力を最大限発揮できる環境を整え、ワークライフ
バランスを実現することで、より良い施策、行政サービスを市民に提供す
ることにつなげる。

働きやすい職場環境等の整備や女性職員活躍を推進する。
働き方の見直しに重点をおき、職員の意識改革、時間外勤務の縮減、業務
改善活動等に取組む。
多様で柔軟な働き方の実現に向け、制度等の検討及び休暇等の利用促進を
図る。

RPA/AI－OCRは27部署、AI議事録の実施件数（実証含む）50件超。DBソ
フト支援1部署、表計算ソフト支援5部署。テレワークを実施するにあた
り、閉域SIMを用いた端末50台と自治体テレワークシステムアカウント
105アカウントの運用とテレワークガイドラインの制定。
男性職員の育児休業取得率が向上・時差出勤制度の改善・ワークワイフバ
ランス推進強化月間開催

16 46 例規集編集事務 総務部法務課 法に基づく行政の執行に資する。

可決された条例を含む例規の原稿を取りまとめ、つくば市例規集の追録を
発行する。
イントラネット版（庁内職員用）及びインターネット版（つくば市ホーム
ページ用）の電子データを更新する。

新たな例規システム導入に伴い、例規集紙版を廃止しことで、経費の削減
及びペーパーレス化ができた。

17 47 法律相談事務 総務部法務課 法に基づく事務執行のさらなる意識向上を図る。
各事務担当部署からの協議を受け、法的な課題解決に向けて、顧問弁護士
等からの適切な指導、助言等を受ける。

顧問弁護士へ適宜相談を行うことで、高度な判断を要する案件について素
早い対応、問題解決が図れた。
また、早期に政策法務監に相談することで、大きな問題にならずに各部署
の事業を円滑に進めることができた。

18 48 争訟等に関する事務 総務部法務課
市が当事者となる争訟等に対処するための法的な助言・指導を行うことに
より、リスクコントロールを図る。

訴訟、不服申立て等の事務遂行をして適時・適宜な攻撃防御に資するため
の担当部署との調整、資料作成、弁護士との協議等に関する事務を行う。

争訟事案について、政策法務監及び顧問弁護士と連携しながら、法的な助
言を行うことにより、市側の主張を的確に述べることができ、解決に寄与
している。

19 49 法令審査事務 総務部法務課
法令に基づく行政の原理の要請により、法令等を根拠として事務執行の基
礎を確立する。
つくば市等が特定の事項を広く利害関係者や一般の者に知らせる。

各担当部署からの法令審査事前協議書の提出を受け、法令審査を行い、政
策の実現に資するとともに、適法かつ適正な事務運営を図る。
法令審査に関しては条例等の例規のみならず、契約書や協定書をはじめ、
各担当部署所管の事業に関して、法的な観点からの協議を求められた場合
に適宜審査する。
つくば市公告式条例に基づき、掲示場に告示する。

政策の実現に資するための条例、規則等を施行することができた。
公告式掲示場へ掲示することにより条例等を公布等するとともに、開発行
為に関する工事の完了、税の公示送達、一般競争入札の公告等についても
公表した。

20 50 公平委員会共同設置負担金支出 総務部法務課
つくば市、かすみがうら市、つくばみらい市及び新治地方広域事務組合で
共同設置している公平委員会に負担金を支出するため。

つくば市、かすみがうら市、つくばみらい市及び新治地方広域事務組合で
共同設置している公平委員会に負担金を支出する。

負担金563,500円を支出したことにより、つくば市等公平委員会の運営を
行うことができた。
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21 51 政治倫理審査会の運営事務 総務部法務課 政治倫理審査会の運営事務を行うことにより、政治倫理の確立に資する。
条例に基づく資産等報告書の審査、市民からの調査請求に係る調査等を行
う政治倫理審査会の運営事務を行う。

政治倫理審査会を運営することにより、公正で開かれた市政の発展に寄与
した。

22 52 公平委員会の管理運営事務 総務部法務課
公平公正な人事行政の確立に資する。また、公平委員の知識と技能向上を
図る。

職員に係る勤務条件に関する措置要求の審査、判定等の措置及び不利益処
分に係る不服申立てに対する裁決又は決定に関する事務執行を補助する。
職員からの苦情相談の処理に関する事務執行を補助する。
つくば市、かすみがうら市、つくばみらい市及び新治地方広域事務組合で
構成する共同設置による公平委員会

管理職員等の範囲を定める規則の一部改正を行い、公平公正な活動ができ
る環境を整備した。

23 53 入札・契約事務事業 総務部契約検査課
公共調達の入札及び契約手続きにおける競争性の確保及び適正な契約を確
保するため。また、入札参加資格登録申請にあっては、有資格者名簿の管
理等を行い、発注事務の効率的かつ適正な執行を図る。

入札及び契約に関する事務（つくば市入札審査委員会の開催、入札の執
行、契約書（売買、賃借、請負その他の契約）の作成）を実施している。
入札参加資格の登録に係る申請受付及び書類審査を、年5回（2月・6月・
8月・10月・12月）実施し、業者情報のシステム登録を経て、有資格者名
簿を作成の上公表する。なお、登録業者情報は、庁内イントラネット業者
照会システムにより、事業担当課が発注時の業者選定等に活用できるよう
にしている。

入札参加資格要件等を入札審査委員会に諮り、案件に応じた適切な要件を
設定することで、競争性の確保や入札事務の透明性等を図ることができ
た。
登録申請の審査及び登録業者の変更届処理を行い、入札参加有資格者名簿
を適正に管理することで、公正かつ適正な入札・契約事務の執行を図るこ
とができた。

24 54 入札監視委員会等運営事業 総務部契約検査課
入札及び契約手続きの公正性の確保及び透明性の向上を図るため。また、
談合情報等に対して適正な対応を図る。

入札監視委員会定例会議を年2回（7月～8月、1月～2月の各1回）開催、
当番委員が抽出する市発注事業の入札及び契約に係る手続等について質
疑・評価等を受けて適正な事務事業の執行に資する。
談合情報等が寄せられた際には、情報の信憑性等を勘案した上で必要に応
じて公正入札調査委員会を開催、事後の対応を協議し決定する。具体的な
対応については「談合情報対応マニュアル」を策定している。

入札監視委員会は外部委員で構成されており、第三者の立場から市民目線
の意見や専門的見地に立った助言等を得ることができた。この委員会の会
議概要をホームページで公表することで、入札・契約関連の事務手続の透
明性の向上に寄与することができた。

25 55 優良建設工事業者表彰 総務部契約検査課
市が発注した建設工事を誠意をもって適正に施行し、優れた成績で完成さ
せた建設業者の事績をたたえ、もって建設業の健全な振興と市政の発展に
資するため。

優良工事建設業者褒賞：下記建設工事の区分ごとに、成績評定の点数が最
も高い工事から順次表彰する。
なお、表彰者数は要綱で定められた算式により決定する。
ア土木一式、イ建築一式、ウ舗装、エ電気・機械設備、オその他の工事、
カ小規模工事
特別褒賞：優良工事建設業者褒賞を受けた回数が5回、10回又は15回に達
した者を表彰する。

建設工事の優れた功績をたたえ表彰することにより、建設工事受注者に対
し、公共工事の品質向上に関する意識付けが図れた。
優良工事建設業者褒賞：13者、特別褒賞：1者

26 56 工事・業務の検査事務 総務部契約検査課
地方自治法第234条の2第1項の規定に基づき契約の目的たる給付の完了の
確認を行うため。

工事等検査規程に基づき、下記の検査を行う。なお、契約金額が130万円
以上の工事等を対象とする。
1工事等の完成及び完了を確認するために行う工事完成検査及び業務完了
検査
2工事等代金の部分払いをするとき、工事等を中止するとき、及び契約を
解除するときに行う出来高検査
3中間検査として行う部分使用検査、中間履行検査、中間技術検査

市が発注する工事等の契約に基づいた適正な履行が確保された。また、中
間検査時における指導助言により、適正な施工、技術水準の向上、安全管
理など施工管理の向上が確認できた。
研修等へ参加することにより検査に必要な知識や最新の情報を得て、検査
職員のスキルアップが図れた。

27 142 自衛官募集事務 総務部総務課 我が国の防衛と災害派遣などに対応する自衛官を確保する。
自衛隊地方協力本部、自衛官募集相談員、協力団体等と連携し、自衛官募
集に関する広報活動を実施する。

市広報紙への自衛官募集案内の掲載（7回）や自衛官募集横断幕の市内4か
所への設置、自衛官募集啓発品の作成・配布や自衛隊協力会の役員会及び
総会の開催など、自衛隊と連携・協力し、自衛官募集に係る市民への周知
活動を十分行うことができた。
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